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　名鉄柏森駅、扶桑駅周辺及び木津用水駅周辺については、「扶桑町自転車等の放置の防止に関する条

例」に基づき、違法駐車及び迷惑駐車の一掃を目的とした放置自転車等禁止区域を指定しています。

　放置自転車は、歩行者の通行に支障をきたすだけでなく、自転車盗など犯罪の原因になることもあ

ります。駅周辺を安全で快適に利用していただくためにも放置自転車禁止区域には自転車等を放置し

ないよう皆様のご理解、ご協力をお願いします。

◆対象となる放置自転車等について
　放置自転車等禁止区域（柏森駅、扶桑駅及び木津用水駅周辺）に自転車及び原動機付自転車を１時

間以上放置されますと撤去の対象となります。また、撤去された自転車を受け取るには、役場総務課

窓口での返還手続きのほか返還手数料が必要となります。

◆自転車等の返還について
　▼返還場所　総務課

　▼返還時間　平日　午後3時～ 5時

　　　　　　　（年末年始及び土日祝日除く）

　▼お持ちいただくもの

　　・受取人の本人確認書類等（免許証、保険証等）

　　・返還手数料（自転車１，０００円、原付２，０００円）

　　・自転車の鍵等

木津用水駅周辺自転車等放置禁止区域

扶桑駅周辺自転車等放置禁止区域放置禁止区域

柏森駅周辺自転車等放置禁止区域

放置自転車禁止区域について
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併
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を
交
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し
て
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た
だ
し
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認
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新
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せ
ん
。
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の
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ず
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も
事
前
に
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必
要
に
な
り
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す
の
で
、
工
事
前
に
ご
相
談
く
だ
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い
。（
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今
年
も
、「
環
境
美
化
５
３
０
運
動
」
が
近
づ
い

て
き
ま
し
た
。
扶
桑
町
で
は
、５
月
27
日（
日
）を「
ク

リ
ー
ン
ふ
そ
う
５
３
０
デ
ー
」
と
し
て
、
町
内
一

斉
に
住
民
の
皆
さ
ん
の
参
加
に
よ
る
環
境
美
化
運

動
を
行
い
ま
す
。
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動
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日
（
月
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６
月
３
日
（
日
）
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５
月
27
日
（
日
）
午
前
８
時
～
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備
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３
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（
日
）

※
ゴ
ミ
を
入
れ
る
袋
は
、
各
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お
持
ち
く
だ
さ
い
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ま
た
、
軍
手
が
必
要
な
方
も
各
自
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

〒

至名古屋

至犬山

〒

至名
古屋

至犬
山

木津用水駅


